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恵那市民憲章 

 

わたくしたち恵那市民は 

一 仕事にはげみ 豊かなまちをつくりましょう 

一 自然を愛し 美しいまちをつくりましょう 

一 教養をたかめ 文化のまちをつくりましょう 

一 きまりを守り 住みよいまちをつくりましょう 

一 お互いに助け合い 明るいまちをつくりましょう 
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議第 １号 

 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関    

する条例の制定について 

 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関 

する条例 

 

 （恵那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 恵那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成 16 年恵那

市条例第 237号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第 243条の２の８第８項」を「第 243条の２の９第８項」に改め

る。 

 （恵那市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 恵那市病院事業の設置等に関する条例（平成 16年恵那市条例第 239号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第 243条の２の８第８項」を「第 243条の２の９第８項」に改め

る。 

 （恵那市監査委員条例の一部改正） 

第３条 恵那市監査委員条例（平成 16年恵那市条例第 249号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条中「第 243条の２の８第３項」を「第 243条の２の９第３項」に改め

る。 

 （恵那市国民健康保険診療所事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 恵那市国民健康保険診療所事業の設置等に関する条例（平成 16 年恵那

市条例第 207号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「第 243条の２の８第８項」を「第 243条の２の９第８項」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月 24日から施行する。 
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議第 ２号 

 

   恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の 

一部改正について 

 

 恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 恵那市議会議員の報酬の額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の    

   一部を改正する条例 

 

 恵那市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成 16年恵

那市条例第 32号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「450,000円」を「462,000円」に、「410,000円」を「421,000円」に、

「380,000円」を「390,000円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第 ３号 

 

   恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 市長、副市長及び教育長の給料月額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    

 

 恵那市常勤の特別職職員の給与に関する条例（平成 16年恵那市条例第 34号）

の一部を次のように改正する。 

 別表中「870,000円」を「894,000円」に、「720,000円」を「740,000円」に、

「640,000円」を「657,000円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第 ４号 

 

   恵那市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

恵那市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 人事院勧告に基づき、自動車等使用者に対する通勤手当支給者に対して、駐車

場等の利用に対する通勤手当を新設するため、この条例を定める。 
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   恵那市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市職員の給与に関する条例（平成 16年恵那市条例第 37号）の一部を次の

ように改正する。 

 第 14条中第６項を第７項とし、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第

２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員のうち、自動車の駐車のための施設等

であって規則で定めるものを利用し、その料金を負担することを常例とする職

員（規則で定める職員を除く。）に対し、5,000円を超えない範囲内で１月当た

りの料金に相当する額として、市の規則で定める額を支給する。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第 ５号 

 

   恵那市職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、恵那市職員等の旅費に関

する規定の見直しを行うため、この条例を定める。 
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   恵那市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例    

 

 恵那市職員等の旅費に関する条例（平成 16 年恵那市条例第 40 号）の一部を

次のように改正する。 

 

 目次中「第 13条」を「第７条」に、「第２章 国内旅行の旅費（第 14条― 

    「  

第 27条）」を「第２章 旅費の種目及び内容（第８条―第 20条）」に、 
第 

第 

３章 外国旅行旅費（第 28条―第 36条）  「   

４章 雑則（第 37条―第 39条）  を  第３章 雑則（第 21条― 

 」    

第 28条）  に改める。     

 」     

 第２条第１項第３号中「職員については、その住所又は居所」を「場合又は任

命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める

場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所）」に改め、同項第

７号中「若しくはその扶養親族」を削り、「根拠地」を「根拠」に改め、同項第

８号中「扶養親族」を「家族」に、「職員の配偶者」を「内国旅行にあっては職

員の配偶者」に、「主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう」

を「職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子

で職員と生計を一にするものをいう」に改め、同条に次の１号を加える。 

 （10） 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和 27年法律第 239号）第

６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以

下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契

約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを

旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行

に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第７項

において同じ。）を締結したものをいう。 

 第２条第２項を削る。 

 第３条第２項中「その配偶者」の次に「若しくは子」を加え、同項第１号及び

第２号中「のための」の次に「内国」を加え、同項に次の４号を加える。 
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 （４） 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に

帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合

（当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

 （５） 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のた 

めの外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

 （６） 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺

族（配偶者及び子に限る。）がその死亡の日の翌日から３月以内にその居

住地を出発して帰住したときは、当該遺族 

 （７） 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡

し、又は第 18条第１項第２号ア、イ又はエの規定に該当する外国旅行中に

死亡した場合には、当該職員 

 第３条第５項中「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けること

ができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。）」及び「そ

の出発前に」を削り、「（以下」の次に「次条及び第５条において」を加え、「を

変更」を「の変更」に、「され、」を「を受け、」に、「場合において」を「場

合その他規則で定める場合には」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、

「となった金額」を「となる金額又は支出を要する金額」に改め、同条第６項中

「交通機関の事故又は」を削り、「市長が」を「規則で」に改め、同条に次の１

項を加える。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合において、市が旅行役務

提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの

項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当

該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

 第４条第１項中「任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う

者（以下「旅行命令権者」という。）」を「旅行命令権者」に改め、同条第３

項中「等を変更する」を「等の変更をする」に、「これを変更する」を「その

変更をする」に改め、同条第４項中「これを変更するには」を「その変更をす

るには」に改め、「（以下」の次に「この条において」を加え、「に当該旅行

に関する事項を記載」を「に規則で定める事項の記載又は記録を」に、「これ

を当該旅行者に提示」を「当該事項を当該旅行者に通知」に、「これを提示」

を「旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をする」に改め、同条第５項中「当

該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示」を「前項に定める事
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項の記載又は記録を」に改める。 

 第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に改め、同条第２項中「の

ち」を「後」に改める。 

 第６条及び第７条を削る。 

 第８条中「最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によ

り」を「旅行に要する実費を弁償するためのものとして第８条に規定する旅費の

種目及び第９条から第 20条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な

通常の経路及び方法により旅行した場合によって」に改め、同条を第６条とする。 

 第９条から第 11条までを削る。 

 第 12条第１項中「する者」の次に「並びに旅費に相当する金額の支払を受け

ようとする旅行役務提供者」を加え、「の支出又は支払をする者（以下「支出命

令権者等」という。）」を「若しくは当該金額の支払をする者（以下この条並び

に第 27条第１項及び第２項において「支出命令権者等」という。）」に、「旅

費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に改め、「その旅費」の次に「又は旅

費に相当する金額」を加え、「金額の支給」を「支給又は支払」に改め、同条第

５項中「及び様式」を「又は記録事項」に改め、同条を第７条とする。 

 第 13条を削る。 

 第２章及び第３章を次のように改める。 

   第２章 旅費の種目及び内容 

 （旅費の種目） 

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当

とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。 

 （鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号）第２条第１項に

規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正 10 年法律第 76 号）第

１条１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で

定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、

次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃

に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。 

 （１） 運賃 
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 （２） 急行料金 

 （３） 寝台料金 

 （４） 座席指定料金 

 （５） 特別車両料金（市長等に限る。） 

 （６） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等

級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級（市長等が移動する場合

には、最上級）、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により

移動するときは最上級（等級が３以上に区分された鉄道により市長等以外の

職員が異動する場合には、最上級の直近下位の級）の運賃の額とする。 

 （船賃） 

第 10条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和 24年法律第 187号）第２条第２項に

規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するもの

その他規則で定めるものをいう。次項及び第 12条において同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号まで

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務

のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 （１） 運賃 

 （２） 寝台料金 

 （３） 座席指定料金 

 （４） 特別船室料金（市長等に限る。） 

 （５） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等

級が区分された船舶により移動する場合には、最下級（市長等が移動する場合

には、最上級）、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により

移動する場合は最上級（等級が３以上に区分された船舶により市長等以外の

職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級）の運賃の額とする。 

 （航空賃） 

第 11条 航空賃は、航空機（航空法（昭和 27年法律第 231号）第２条第 18項

に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当する

ものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲
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げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のた

め特に必要とする者に限る。）の額の合計額とする。 

 （１） 運賃 

 （２） 座席指定料金 

 （３） 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機に 

より移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる

場合は、当該各号に定める額とする。 

 （１） 内国旅行の場合であって、市長等が移動するとき 最上級の運賃の 

額 

 （２） 外国旅行の場合であって、運賃の等級が２に区分された航空機により

市長等が移動するとき 最上級の運賃の額 

 （３） 外国旅行の場合であって、運賃の等級が３以上に区分された航空機に 

より市長等が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額 

 （４） 外国旅行の場合であって、市長等以外の職員が著しく長時間にわたる 

移動として規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の運賃の額 

 （その他の交通費） 

第 12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用

は、公務のために特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 （１） 道路運送法（昭和 26年法律第 183号）第３条第１号イに掲げる一般

乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合

旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国におけるこれに

相当するものを含む。）を利用する移動に要する運賃 

 （２） 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用

に供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）その他の旅客

を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移動に要

する運賃 

 （３） 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第 80条第１項

の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国におけるこれ

に相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直接要する費用 

 （４） 自家用自動車（前号に規定する自家用自動車を除く。）を利用する移
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動（職員にあっては、旅行命令権者の承認を受けた場合に限る。）に要する

費用として規則で定める費用 

 （５） 前各号に掲げる費用に付随する費用 

 （宿泊費） 

第 13条 宿泊費は、宿泊中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及

び旅行者の職務を勘案して規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」と

いう。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で

定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 （包括宿泊費） 

第 14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費

用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第 12条までの規定による交通

費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

 （宿泊手当） 

第 15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、

その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める１夜当たりの定額と

する。 

 （転居費） 

第 16 条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第 18 条第１項第１号ア若

しくはイ又は同項第２号ア若しくはイに規定する場合の家族の転居に要する

費用を含む。）とし、その額は転居の実態を勘案して規則で定める方法により

算出される額とする。 

 （着後滞在費） 

第 17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額

は、内国旅行に５夜分を、外国旅行にあっては 10夜分を限度として、現に宿

泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。 

 （家族移転費） 

第 18 条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。 

 （１） 内国旅行にあっては、次に掲げる額 

  ア 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以

下このア及びイ並びに次号アからウまでにおいて同じ。）を職員の新居住

地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとし
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て算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計

額に相当する額 

  イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴

任があった場合には当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場

合には、アの規定に準じて算定した額 

 （２） 外国旅行にあっては、次に掲げる額 

  ア 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場

合には、家族１人ごとに職員がその移転をするものとして算定した交通

費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に

相当する額 

  イ アに規定する場合に該当せず、かつ、赴任後任命権者の許可を受け、赴

任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家

族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には当該赴任後における

職員の新居住地）に移転する場合には、アの規定に準じて算定した額 

  ウ アに規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後任命権者の

許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を赴任を命

ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、ア

の規定に準じて算定した額 

  エ 外国に赴任後任命権者の許可を受け、家族（ア又はイに規定する許可を

受け移転した者であって同居しているものに限る。）を本邦に移転する場

合には、アの規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場

合には、前項第１号イ又は第２号イ若しくはウに規定する期間を延長するこ

とができる。 

 （渡航雑費） 

第 19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る

費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その

他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。 

 （死亡手当） 

第 20条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡（第

３条第２項第５号又は第７号に規定する場合に限る。）に伴う諸雑費に充てる
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ための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市の規則で定める

定額とする。 

   第３章 雑則 

 （退職者等の旅費） 

第 21条 第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅費は、退職等

の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰往に

ついて、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に

規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相

当するものを加えるものとする。 

３ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定す

る期間を延長することができる。 

 （遺族等の旅費） 

第 22条 第３条第２項第２号、第３号又は第５号から第７号までの規定により

支給する旅費（死亡手当に係るものを除く。）は、出張又は赴任の例に準じて

規則で定めるものとする。 

 （証人等の旅費） 

第 23条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、法令又は他の

条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定める

ものとする。 

 （旅費の支給額の上限） 

第 24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれら

に相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第 10

条第１項各号、第 11 条第１項各号並びに第 12 条各号に掲げる各費用につい

て、当該各条及び第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、

当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航雑費に係る

旅費の支給額は、当該各種目について第６条、第 13 条、第 14 条、第 16 条、

第 17条、第 18条第１項及び第 19条の規定により計算した額と現に支払った

額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

 「第４章 雑則」を削る。 
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 第 37条第１項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合」を 

「市以外の者から旅費の支給を受ける場合」に、「当該旅行」を「旅行」に改め、

同条を第 25条とする。 

 第 38条を第 26条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （旅費の返納） 

第 27条 支出命令権者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに

基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受

けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受

けた場合には、支出命令権者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命

令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の

額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は規則で定める。 

 第 39条を第 28条とする。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の恵那市職員等の旅費に関する条例（以下この条にお

いて「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び次項

において「施行日」という。）以後に新条例第２条第３号に規定する旅行命令権

者が新条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、

施行日前にこの条例による改正前の恵那市職員等の旅費に関する条例（以下こ

の項及び第３項において「旧条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令

権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例によ

る。ただし、施行日前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に

規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条第３号に規定する

旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅

行については、新条例の規定は、当該旅行のうち、当該変更の日以後の期間に

対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する

分については、なお従前の例による。 
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３ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職（解職を含む。）、失 

職若しくは休職（以下この項において「退職等」という。）となった場合又は死

亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合

については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条第

１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合に

ついて適用し、旧条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支

給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 

５ 新条例第 27 条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅

費の支給を受けた場合について適用する。 

 （恵那市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

６ 恵那市固定資産評価審査委員会条例（平成 16年恵那市条例第 51号）の一部

を次のように改正する。 

  第 15条中「その他の職員」を「市長等以外の職員」に改める。 

 （規則への委任） 

７ 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則

で定める。 
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議第 ６号 

 

   恵那市法令遵守の推進等に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市法令遵守の推進等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定

める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 公益通報者保護法の一部改正に伴い、公益通報を妨害する行為を禁止するなど

当該通報を阻害する要因に対処する規定を追加するため、この条例を定める。 
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   恵那市法令遵守の推進等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市法令遵守の推進等に関する条例（平成 23年恵那市条例第 24号）の一部

を次のように改正する。 

 第 11条に次の３項を加える。 

３ 市長及び関係のある任命権者（以下「市長等」という。）は、職員等に対し、

正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益

通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によっ

て、公益通報を妨げてはならない。 

４ 前項の規定に違反してされた合意その他の法律行為は、無効とする。 

５ 市長等は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要

求することその他公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならな

い。 

 第 13条第１項中「市長及び関係のある任命権者（以下「市長等」という。）」を 

「市長等」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年 12月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第 11 条第４項の規定は、この条例の施行後にされ

た公益通報をしない旨の合意その他の法律行為について適用し、この条例の施

行前にされた当該法律行為については、適用しない。 

３ この条例による改正後の第 11 条第５項の規定は、この条例の施行前にされ

た第 11条第１項の規定による公益通報にも適用する。 
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議第 ７号 

 

   恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正 

について 

 

 恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 地方自治法及び地方自治法施行令等の一部改正に伴い、所要の改正をするため、

この条例を定める。 
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   恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改    

正する条例 

 

 恵那市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和２年恵那市条例

第 32号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第 243 条の２の７第１項」を「第 243 条の２の８第１項」に、「第

243条の２の８第３項」を「第 243条の２の９第３項」に改める。 

 第２条中「第 243 条の２の７第１項」を「第 243 条の２の８第１項」に、「第

173条の４第１項第１号」を「第 173条の５第１項第１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月 24日から施行する。 
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議第 ８号 

 

   恵那市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

子ども・子育て支援法等の一部改正による国民健康保険法施行令及び国民健康

保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援

納付金を徴収するなど所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市国民健康保険条例（平成 16年恵那市条例第 98号）の一部を次のように

改正する。 

 第 10条の２を次のように改める。 

 （保険料の賦課額） 

第 10条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

 （１） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康

保険法施行令（昭和 33年政令第 362号）第 29条の７第１項第１号に規定す

る基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

 （２） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦

課額（国民健康保険法施行令第 29 条の７第１項第２号に規定する後期高齢

者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

 （３） 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行

令第 29 条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第 29条

の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

 （４） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納

付金賦課額（国民健康保険法施行令第 29 条の７第１項第４号に規定する子

ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

 第 10条の３第１号イ中「（以下「後期高齢者支援金等」という。）、」を「（以下

「後期高齢者支援金等」という。）及び」に、「（以下「病床転換支援金等」という。）

及び」を「（以下「病床転換支援金等」という。）、」に改め、「（以下「介護納付金」

という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）の規

定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ

中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に

改め、同条第２号イ中「第 75条」を「法第 75条」に、「、病床転換支援金等及び

介護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援

納付金」に改める。 

 第 14条の６中「66万円」を「67万円」に改める。 

第 14条の６の２第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」を加える。 
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 第 14条の６の６第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は

特定継続世帯」に改める。 

第 14条の７第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」を加える。 

 第 14条の 12の次に次の５条を加える。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第 14条の 13 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第 18条、

第 18 条の３、第 18 条の４及び第 18 条の５の規定により子ども・子育て支援

納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる

額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。ただし、第 23条第１項の規定による保険料の減免を

行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定し

た額とすることができる。 

 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ 第 18 条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総

額 

 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第 75 条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に限る。）のための収入（法第 72条の３第１項、第 72条の

３の２第１項及び第 72条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

 （３） 当該年度における第 23条第１項の規定による子ども・子育て支援納付 

金賦課額の減免の額の総額 
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 （子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第 14 条の 14 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該

世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に

属する 18歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第 29条の７第５項第３号に

規定する 18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した 18歳以上被保

険者均等割額の総額を加算した額とする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第 14 条の 15 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第 14条の 16の所得割の保険料率を

乗じて算定する。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第 14 条の 16 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

 （１） 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第 14条の 13第１

号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額

の合算額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算

定に係る額」という。）の 100分の 50に相当する額を被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第 29 条の７第５項第４号ただ

し書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第 32条の 10の２

に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

 （２） 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定

に係る額の 100 分の 35 に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２

か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た

額 

 （３） 18歳以上被保険者均等割 第 14条の 13第１号イに掲げる額の見込額

及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算額から同条第１号イ

に係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年度及

びその直前の２か年度の各年度における 18 歳以上被保険者の数等を勘案し

て算定した数で除して得た額 

 （４） 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれア
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からウまでに定めるところにより算定した額 

  ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課

額の保険料率の算定に係る額の 100 分の 15 に相当する額を当該年度の前

年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者が属する世帯の

数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数

と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数で

除して得た額 

  イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た 

   額 

  ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて 

得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の

端数又は１円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しな

ければならない。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第 14 条の 17 第 14 条の 14 の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超

えることができない。 

 第 17条第１項中「第 14条の６の３」の次に「若しくは第 14条の 14」を、「（同

条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額」の次に「若しくは同条第６項各号に定める額」を、「第 18条

の３第１項（同条第３項」の次に「又は第４項」を加え、「第 14条の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ 10分の５を乗じて得た」を削り、「第 18

条の３第４項第１号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７項又は第８項」に、 

「第 18条の４第１項各号（同条第３項又は第４項」を「第 18条の４第１項各号

（同条第３項から第５項まで」に、「若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第

８項」を「、同条第６項各号（同条第８項から第 10 項まで」に、「第 10 項まで 

の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）次項において

同じ。）に定める額」の次に「若しくは第 18条の５第１項に定める額」を加え、

同条第２項中「若しくは第 14条の６の３若しくは第 14条の６の７の額若しくは

第 14条の８の額」を「、第 14条の６の３、第 14条の８若しくは第 14条の 14の

額」に改め、「第 18条第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第６項各号
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に定める額」を加え、「第 14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれ

ぞれ 10分の５を乗じて得た」を削り、「第 18条の３第４項第１号」を「同条第５

項」に、「若しくは同条第５項各号に定める額」を「、同条第６項各号に定める額

若しくは第 18条の５第１項に定める額」に改める。 

 第 18条第１項中「66万円」を「67万円」に改め、同項第１号中「次号及び第

３号」の次に「並びに第６項」を加え、「所得税法第 315 条」を「所得税法第 35

条」に改め、同項第２号中「305,000円」を「31万円」に改め、同項第３号中「56

万円」を「57万円」に改め、同条第４項及び第５項中「66万円」を「67万円」に

改め、同条に次の２項を加える。 

６ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、第 14条の 14の子ども・子育て支援納付金賦

課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が３万円を超える場合には、３万円）とする。 

 （１） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10万

円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険

料率に 10分の７を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険者均

等割の保険料率に 10分の７を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料

率に 10分の７を乗じて得た額 

 （２） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ



- 35 - 

っては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に 31 万円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の

数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属

する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の 18 歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額及びウに掲げる額を合算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険

料率に 10分の５を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険者均

等割の保険料率に 10分の５を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料

率に 10分の５を乗じて得た額 

 （３） 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に 57 万円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の

数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の 18 歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額及びウに掲げる額を合算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険
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料率に 10分の２を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 18 歳以上被保険者均

等割の保険料率に 10分の２を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料

率に 10分の２を乗じて得た額 

７ 第 14条の 16第２項及び第３項の規定は、前項各号アからウまでに規定する

額（前項に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽減額及

び第３号の１人当たり軽減額）の決定について準用する。この場合において、

第 14条の 16第２項及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」（「第１

号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽減額及び第３号の１人当たり軽

減額」）と読み替えるものとする。 

 第 18条の２中「及び前条第１項」を「、第 14条の６の４、第 14条の９及び第

14 条の 15 並びに前条第１項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。）及び同条第６項」に改める。 

 第 18条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項」

を「第５項」に改め、「「後期高齢者支援金等賦課額」と、」の次に「「第 18条第１

項各号」とあるのは「第 18 条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各

号」と、」を加え、「と、第５項」を「と、第６項」に改め、同項を第７項とし、

同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加え

る。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「第 14 条」とあるのは「第 14 条の 16」と、第

２項中「第 14条第３項」とあるのは「第 14条の 16第３項」と読み替えるもの

とする。 

 第 18条の３に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「第 18条第１項各号」とあるのは「第 18条第６

項各号」と、「第 14条」とあるのは「第 14条の 16」と、第６項中「第 14条第

３項」とあるのは「第 14条の 16第３項」と読み替えるものとする。 

 第 18条の４第１項中「第 29条の７第５項」を「第 29条の７第６項」に、「66
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万円」を「67万円」に、「第５項」を「第６項」に改め、同項第１号中「第 32

条の 10の２」を「第 32条の 10の３」に改め、同条第３項及び第４項中「66万

円」を「67万円」に改め、同条第８項中「第５項」を「第６項」に、「第６項」

を「第７項」に、「66 万円」を「67 万円」に改め、「「17 万円」と」の次に「、

「第 18条第１項各号」とあるのは「第 18条第５項の規定により読み替えられ

た同条第１項各号」と」を加え、同項を第９項とし、同条第７項中「第５項」

を「第６項」に、「66 万円」を「67 万円」に改め、「「26 万円」と」の次に「、

「第 18条第１項各号」とあるのは「第 18条第４項の規定により読み替えられ

た同条第１項各号」と」を加え、「第６項」を「第７項」に改め、同項を第８項

とし、同条第６項を第７項とし、同条第５項中「66万円」を「67万円」に改め、

同項を第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割

及び 18歳以上被保険者均等割」と、「第 11条」とあるのは「第 14条の 14」と、

「67万円」とあるのは「３万円」と、第２項中「第 14条」とあるのは「第 14

条の 16」と読み替えるものとする。 

 第 18条の４に次の１項を加える。 

10 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割

及び 18歳以上被保険者均等割」と、「第 11条」とあるのは「第 14条の 14」と、

「67万円」とあるのは「３万円」と、「第 18条第１項各号」とあるのは「第 18

条第６項各号」と、第７項中「第 14条」とあるのは「第 14条の 16」と読み替

えるものとする。 

 第 18条の４の次に次の１条を加える。 

 （18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日以前である被保険者の被保険者均等

割額の減額） 

第 18条の５ 当該年度において、その世帯に 18歳に達する日以後の最初の３月

31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）がある場合に

おける当該 18 歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割額は、第 14条の 16の子ども・子育て支援納付金賦課
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額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第 18条第６項、第 18条の３第

４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により

読み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第

１項若しくは同条第 10 項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する

基準に従い当該 18 歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場

合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額

を控除して得た額とする。 

２ 第 14条の 16第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。

この場合において、第 14条の 16第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」

と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の恵那市国民健康保険条例第10条の２、第14条の６、

第 14 条の６の 12、第 14 条の 12、第 14 条の 13 から第 14 条の 17 まで及び第

17 条から第 18 条の５までの規定は、令和８年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議第 ９号 

 

   恵那市明智回想法センター条例の一部改正について 

 

 恵那市明智回想法センター条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 令和７年度末での指定管理者の指定期間終了後に市の直営となり、休館日や利

用料金などを改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市明智回想法センター条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市明智回想法センター条例（平成 17年恵那市条例第 48号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条を次のように改める。 

 （管理） 

第３条 回想法センターの管理は、市長が行うものとする。 

 第４条の見出し中「開館時間」を「使用時間」に改め、同条第１項各号を次の

ように改める。 

 （１） 日曜日及び土曜日 

 （２） 12月 28日から翌年１月３日まで 

 （３） 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

 第４条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 回想法センターの使用時間は、午前９時から午後５時までとする。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、休館日及び使用時間を変更するこ

とができる。 

 第５条の見出し中「利用者」を「使用者」に改め、同条中「利用」を「使用」

に改め、同条第１号中「又は指定管理者」を削り、同条第２号中「回想法センタ

ーの用途及び目的を妨げない範囲において、指定管理者」を「市長」に改める。 

 第６条を次のように改める。 

（使用の許可） 

第６条 回想法センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受け

なければならない。 

 第７条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「指定管理者」を「市

長」に、「利用」を「使用」に改める。 

 第８条第１項各号列記以外の部分中「指定管理者」を「市長」に、「利用者」

を「使用者」に、「利用」を「使用」に改め、同項第４号中「利用者」を「使用

者」に、「利用」を「使用」に改め、同条第２項中「利用」を「使用」に、「利

用者」を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」に改める。 

 第９条を次のように改める。 

 （使用料） 

第９条 回想法センターの使用料は、無料とする。 
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 第 10条を削り、第 11条中「利用者」を「使用者」に、「利用」を「使用」に

改め、同条を第 10条とする。 

 第 12条及び第 13条を削り、第 14条を第 11条とする。 

 別表を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１０号 

 

   恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 貸付金の種類に恵那市林業担い手修学資金を加えるため、この条例を定める。 
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   恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例    

 

 恵那市貸付金の返還債務の免除に関する条例（令和２年恵那市条例第 26号）の

一部を次のように改正する。 

 別表に次のように加える。 

恵那市

林業担

い手修

学資金 

（１） 修学資金の貸与を受けた者が死亡したとき。 全部又

は一部 （２） 修学資金の貸与を受けた者が精神又は身体の

障害により労働能力を喪失し、当該貸付金の返還が

不可能であると市長が認めたとき。 

（３） 修学資金の貸与を受けた者が養成施設卒業

後、市内の事業所において林業関連技術業務に一定

期間以上従事し、かつ、住民登録後一定期間市内に

居住したとき。 

（４） その他特にやむを得ない事情があると市長が

認めたとき。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１１号 

 

   恵那市分担金等徴収条例の一部改正について 

 

 恵那市分担金等徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 重要インフラ保全対策事業に係る分担金を徴収するため、この条例を定める。 
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   恵那市分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市分担金等徴収条例（平成 16年恵那市条例第 52号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中第９号を第 10号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 （９） 重要インフラ保全対策事業 

「      「 

 別表中 ライフライン保全対策事業 電線 100分の 50以内  を  

    」 

     

ライフライン保全対策事業 電線 100分の 50以内 
 に改める。 

重要インフラ保全対策事業  100分の 10以内 

     」  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１２号 

 

   恵那市自転車駐車場条例の一部改正について 

 

 恵那市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 岩村駅前自転車駐車場などの施設において、指定管理者の指定期間が終了し、

直営となることに伴い、当該施設の管理に必要となる準用規定を設けるため、こ

の条例を定める。 
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   恵那市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市自転車駐車場条例（平成 16年恵那市条例第 192号）の一部を次のように

改正する。 

 第 15条を第 16条とし、第 14条の次に次の１条を加える。 

 （市長による管理） 

第 15条 市長は、第３条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、地方自

治法第 244 条の２第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取り消したとき

若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は

指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うこ

とが困難となった場合において必要があると認めるときは、この条例の規定に

かかわらず、管理の業務の全部又は一部を行うものとする。 

２ 前項の場合において、第３条の見出し中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、同条中「地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項の規定

により、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定した

もの（以下「指定管理者」という。）」とあるのは「市長」と、第４条（見出し

を含む。）及び第９条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第 11条中「指

定管理者は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、あらかじめ市長

の承認を得て、」とあるのは「市長は、駐車場の整備その他必要があると認める

ときは、」と、第 12条及び第 13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み

替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

- 49 - 

議第１３号 

  

   恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改    

   正について 

 

 恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

機能別消防団員の報酬を改めるなど所要の改正をするため、この条例を定める。 
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   恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を    

改正する条例 

 

 恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 16年恵那市条

例第 205号）の一部を次のように改正する。 

 第 12条第３項及び第４項中「基本消防団員」を「団員」に改め、同条第５項を 

削る。 

 第 12条の２第３項を削る。 

 第 13条第１項中「団長にあっては部長相当職、副団長及び分団長にあっては課 

長相当職、その他の基本消防団員にあってはその他の職員相当職」を「市長等以 

外の職員」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の恵那市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた報酬又は

費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬又は費用弁償

については、なお従前の例による。 
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議第１４号 

 

   恵那市こども園設置条例の一部改正について 

 

 恵那市こども園設置条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 乳児等通園支援事業の実施に伴い、当該事業に係る費用を徴するため、この条

例を定める。 
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   恵那市こども園設置条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市こども園設置条例（平成 26年恵那市条例第 39号）の一部を次のように

改正する。 

 第 12条の見出し中「費用」を「保育料」に改める。 

 第 14条を第 15条とする。 

 第 13条の見出し中「保育料の減免」を「減免」に改め、同条中「保育料」を「保

育料又は利用料」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条を第 14条とし、第 12

条の次に次の１条を加える。 

 （乳児等通園支援事業利用料の徴収） 

第 13条 市長は、乳児等通園支援事業（児童福祉法第６条の３第 23項に規定す

る乳児等通園支援事業をいう。）を利用しようとする乳児又は幼児の保護者か

ら、当該事業の利用にかかる費用（以下「利用料」という。）として、規則で定

める額を徴収するものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１５号 

 

   恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポ

スターの作成の公営に関する条例の一部改正について 

 

 恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作

成の公営に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰 

 

 

 （提案理由） 

 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用及びポスターの

作成に係る公費負担の限度額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポス    

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市議会議員及び恵那市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成

の公営に関する条例（平成 16 年恵那市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１号中「24,250円」を「64,500円」に改め、同条第２号中「510円 48

銭」を「586円 88銭」に、「62,100円」を「316,250円」に改める。 

 第４条第１号中「24,250円」を「64,500円」に改め、同条第２号ア中「9,500

円」を「16,100円」に改め、同号イ中「4,750円」を「7,700円」に改め、同号ウ

中「10,000円」を「12,500円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１６号 

 

   恵那市議会議員及び恵那市長の選挙におけるビラの作成の公営に

関する条例の一部改正について 

 

 恵那市議会議員及び恵那市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰 

 

 

 （提案理由） 

 公職選挙法施行令の一部改正により、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の

限度額を改めるため、この条例を定める。 
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   恵那市議会議員及び恵那市長の選挙におけるビラの作成の公営に関    

する条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市議会議員及び恵那市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例

（令和２年恵那市条例第 13号）の一部を次のように改正する。 

 第２条及び第４条中「７円 51銭」を「８円 38銭」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１７号 

 

   財産の処分について 

 

 次のとおり財産を処分することについて、恵那市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年恵那市条例第４２号）第３条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                       恵那市長  小坂 喬峰   

 

１ 契約の目的   市有財産の売却事業 

２ 契約の方法   随意契約 

３ 契約金額    ３４，８５４，０００円 

４ 契約の相手方  ※※※※※※※※※※※※※※※ 

          ※※※※※※※※※※※※※※※ 

          ※※※※※ ※※ ※※ 

５ 処分する財産 

  土 地 

土地の所在地番 地 目 面 積（㎡） 

恵那市大井町字奥戸２７０９番１２５ 山林 ２，３７８ 

恵那市大井町字奥戸２７０９番１３８ 山林 ４，２４０ 

恵那市大井町字奥戸２７０９番１３９ 保安林 １７５ 

恵那市大井町字奥戸２７０９番２２５ 保安林 １９ 

恵那市大井町字奥戸２７０９番２３９ 保安林 １７２ 

恵那市大井町字奥戸２７０９番２６５ 保安林 ７５１ 
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- 59 - 

議第１８号 

 

   和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

                      恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

 （提案理由） 

 公用車事故による損害賠償の額について、次のとおり決定し、和解することに

ついて、議会の議決を求める。 

 

１ 損害賠償の相手方   住所 恵那市※※※※※※※※※※※※ 

             氏名 ※※※※ ※※※※  

                ※※※※※ ※※ ※※ 

 

２ 損害賠償の理由     令和７年６月３日午後１時１５分頃、恵那市長島

町永田地内において、運転操作誤りにより公用車が

相手方の社屋屋根に接触したため、屋根が破損し、

損害を与えた。 

 

３ 過失割合       市：相手方＝１００：０ 

４ 損害賠償の額     ３，６２０，６５０円 

             上記金額の内訳 

             建物損害額 ３，６２０，６５０円 
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議第１９号 

 

市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次の市道

路線を廃止することについて、同条第３項において準用する同法第８条第２項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰 

 

 

路線番号 路線名 
起点 

重要な経過地 
終点 

１３０４０ 上矢作町４０号線 

恵那市上矢作町字ハネ 

４６８番５地先 

 

恵那市上矢作町字中越 

１１６９番７地先 
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市道路線の廃止 

路線番号１３０４０ 上矢作町４０号線 

  起点 恵那市上矢作町字ハネ４６８番５地先 

  終点 恵那市上矢作町字中越１１６９番７地先 

  延長 １４５．６０ｍ 

 

県道月瀬上矢作線 

国道４１８号下川原バイパス 

国道４１８号 

市道中越線 
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議第２０号 

 

市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の道路を

市道路線として認定することについて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

路線番号 路線名 
起点 重要な 

経過地 終点 

０５２１８ 武並町２１８号線 
恵那市武並町竹折字月沢  

瑞浪市釜戸町字大羽根 

１３０９７ 上矢作町９７号線 
恵那市上矢作町字川原島  

恵那市上矢作町字大門 

１３０９８ 上矢作町９８号線 
恵那市上矢作町字下川原  

恵那市上矢作町字ハネ 
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市道路線の認定 

路線番号 ０５２１８ 武並町２１８号線 

市道路線の認定 

路線番号 １３０９７ 上矢作町９７号

線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR中央線 

武並町 182号線 

武並町２１８号線 

上矢作町９７号線 

国道 418号下川原バイパス 

行政界 

恵那市 

瑞浪市 

県道武並土岐多治見線 

国道 19号（瑞浪恵那道路） 

国道 418号 

県道月瀬上矢作線 
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市道路線の認定 

路線番号 １３０９８ 上矢作町９８号

線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上矢作町９８号線 

国道 418号下川原バイパス 

国道 418号 

県道月瀬上矢作線 
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議第２１号 

 

   市道路線の変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次の市道

路線を変更することについて、同条第３項において準用する同法第８条第２項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

路線番号 新旧 路線名 
起点 重要な

経過地 終点 

９１０６８ 

旧 本郷線 
恵那市上矢作町字長根 

 
恵那市上矢作町字城山 

新 本郷横道線 
恵那市上矢作町字長根 

 
恵那市上矢作町字大門 

１３０２９ 

旧 
上矢作町２９号

線 

恵那市上矢作町字大門  

恵那市上矢作町字磯沢  

新 
上矢作町２９号

線 

恵那市上矢作町字東畑  

恵那市上矢作町字磯沢  

１３０４７ 

旧 
上矢作町４７号

線 

恵那市上矢作町字万場  

恵那市上矢作町字下川原  

新 
上矢作町４７号

線 

恵那市上矢作町字万場  

恵那市上矢作町字山グロ  
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市道路線の変更 

  路線番号 １３０２９ 上矢作町２９号線 

 

市道路線の変更 

  路線番号 ９１０６８ 本郷線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更 市道 

路線番号 １３０２９ 

路線名 変更前：上矢作２９号線 

    変更後：上矢作２９号線 変更前 
変更後 

起点 終点 

変更 市道 

路線番号 ９１０６８ 

路線名 変更前：本郷線 

    変更後：本郷横道線 

国道４１８号バイパス 

国道 257号 

変更前 
変更後 

起点 終点 



 

- 69 - 

市道路線の変更 

  路線番号 １３０４７ 上矢作町４７号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更 市道 

路線番号 １３０４７ 

路線名 変更前：上矢作町４７号線 

    変更後：上矢作町４７号線 

変更前 
変更後 

起点 終点 

国道４１８号バイパス 

市道清水線 

上矢作小学校 
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議第２２号 

 

   恵那市過疎地域持続的発展支援計画の策定について        

 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第

８条第１項の規定により、別冊のとおり恵那市過疎地域持続的発展支援計画を定

めることについて、議会の議決を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

（提案理由） 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく恵那市過疎地域持続

的発展支援計画の計画期間満了に伴い、次期計画を定めることについて、議会の

議決を求める。 
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議第２３号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  柘植 美幸 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である長谷川俊彦氏の任期満了に伴い、新たに柘植美幸氏を人権擁護委

員に推薦することについて、議会の意見を求める。 
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- 75 - 

議第２４号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  纐纈 佳恭 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である山口宗春氏の任期満了に伴い、新たに纐纈佳恭氏を人権擁護委員

に推薦することについて、議会の意見を求める。  
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議第２５号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  高津 典生 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である高津典生氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦す

ることについて、議会の意見を求める。 
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議第２６号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 次の者を法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者として推薦することについて、

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

恵那市長  小坂 喬峰   

 

 

住  所  恵那市 

氏  名  平林 和美 

生年月日   

 

 

 （提案理由） 

 現委員である平林和美氏の任期満了に伴い、再び同氏を人権擁護委員に推薦す

ることについて、議会の意見を求める。 
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